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環境配慮活動への取り組み体制（大学概要）

大学の教育理念
豊かな人間性と幅広い学問的視野を有し、生命の尊厳と高い倫理観を持ち、高度な知識・技術を身につけた医療人及び研究者を育成す
る。また、地域医療に根ざした医療・福祉の向上に貢献する医療者を育てる。さらに、教育、研究、医療活動を通じて国際社会の発展に寄与
する医師及び看護職者の養成に努める。

大学の教育目標
旭川医科大学は上記の理念の下にこれらを達成するため、次のような目標を掲げる。
1. 幅広い教養とモラルを養うことにより、豊かな人間性を形成する。
2. 生命の尊厳と医の倫理をわきまえる能力を養い、病める人を思い遣る心を育てる。
3. 全人的な医療人能力や高度な専門知識を得るとともに、生涯に亘る学習・研究能力を身につける。
4. 幅広いコミュニケーション能力を持ち、安全管理・チーム医療を実践する資質を身につける。
5. 地域・僻地住民の医療や福祉を理解し、それらに十分貢献しうる意欲と能力を獲得する。
6. 積極的な国際交流や国際貢献のための幅広い視野と能力を習得する。

病院の基本理念
大学病院としての使命を認識し、病める人の人権や生命の尊厳を重視した先進医療を行うとともに、次代を担い、地域医療に寄与し、及び
国際的にも活躍できる医療人を育成する。

病院の目標
1. 病める人を思い遣る患者中心で心の通い合う医療を行う。
2. 全人的医療と先進医療との調和を図り、人間本位の医療を提供する。
3. 予防・健康医学などに積極的に取り組み、地域医療や福祉の向上に寄与する。
4. 病める人の人権を尊重し、生命の尊厳がわかる人間性豊かな医療人を育成する。
5. 未来の医療を創造し、その成果を国内外に発信する。

大学教育及び病院理念と目標

実　施　体　制

最高環境責任者
学　長

啓発活動

最高環境責任者の任務 環境責任者の任務 環境補助者の任務

具体的な実施

●環境に配慮した事業活動を推進するための環境
実施体制を円滑に運用する。

●環境に配慮した事業活動を推進するための取り
組みを実施する。

●環境責任者は見直し及び改善のため、最高環境
責任者に取り組みの実施状況を報告する。

●環境責任者を補佐し、環境に配慮した事業活動
を実施する。

●環境補助者は見直し及び改善のため、環境責任
者に取り組みの実施状況を報告する。

【環境補助者】
①診療科長　　　　　②中央診療施設等の長
③医療安全管理部長　④感染制御部長
⑤薬剤部長　　　　　⑥看護部長

【環境補助者】
①総務部長　②病院事務部長
③教務部長

職員・学生・業者等

【環境補助者】
①部局責任者　●医学科基礎医学　●看護学科
　　　　　　　●医学科臨床医学　●一般教育
②図書館長　③入学センター長
④教育センター長　⑤保健管理センター長
⑥教育研究推進センター長　⑦情報基盤センター長

環境責任者:研究担当副学長 環境責任者:医療・地域医療担当副学長 環境責任者:事務局長

医学部 病 院 事務局

注） 自己評価の、◎印は目標を充分達成している、 ○印はおおむね達成している。
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冷暖房時の室内温度管理の徹底
隣接階へのエレベータ利用の抑制  
昼休み時等の消灯
こまめな消灯の徹底
高効率照明器具への更新
照明器具のセンサー化への実施 
クールビズ、ウオームビズの実施
ＯＡ機器の省エネモードの設定
空調機の省エネ性能の高い製品への更新
節水型装置、器具導入の促進
廃棄物の分別の徹底による排出量の削減
両面印刷の徹底及び電子メール等の活用
古紙回収の拡大とリサイクルの促進
廃棄物のマニフェストの完全実施
ガスボンベの安全管理及び保管量の確認
化学物質の安全管理及び保管量の確認
実験用設備（ドラフト、薬品棚）の安全管理
環境関連教育の充実
環境関連施設での実地学習
実験用廃液の完全回収
消防法の遵守（保管量、保管方法の確認）
特別管理産業廃棄物の処理の適正化
環境に配慮した製品、事務用品等の優先購入
省エネ機器・設備の優先購入
再生品及びリサイクル可能な製品の購入
環境報告書の公表
講演会、研修会への啓発活動
公開講座等の実施
学生の地域交流の積極的参加
自治体主催の委員会等への参加
大学敷地内全面禁煙
たばこのポイ捨て禁止
排水基準の遵守
ボランティア活動の積極的参加
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エネルギー使用量の削減

環境汚染の防止
（日常的な軽微な汚染の回避）
（化学薬品等の安全管理）

本学グリーン調達方針に基づく
調達の推進

地域社会への積極的な
情報発信と啓発

環境及び景観の維持向上

環境教育
（環境教育の充実）
（法令の遵守）

環境負荷の低減

教育・環境活動及び
法令の遵守

グリーン購入の推進

そ の 他

地域社会との交流

環境方針 目　　標 計　　画 評価

環境目標・計画と自己評価（平成27年度）
本学では、2015年度の環境保全活動における環境目標・計画と自己評価を記載します。

学長ごあいさつ
旭川医科大学環境方針
環境報告書の作成に当たって
環境配慮活動への取り組み体制（大学概要）

環境目標・計画と自己評価（平成27年度）

環境配慮活動への実施体制

事業活動に伴う
環境負荷低減への取り組み

（該当なし）

第三者意見

事業者（法人であるときは、その代表者）の緒言
事業活動に係る環境配慮についての方針又は基本理念

主要な事業内容、事業年度又は営業年度及び組織の範囲

事業活動に係る環境配慮についての目標及び当該目標を達成するために行う
取組を定めた計画

事業者が環境への負荷の低減に資する製品その他の物の製造等又は役務の提供を
行ったときは、当該製品その他の物又は役務に係る環境への負荷の低減に関する情報

環境関係法令に基づく規制について行った対応、
その利用者等との間において行った意見交換等の概要

事業活動に伴う環境への負荷のうち一定以上の重要なものの決定は、事業者が当該環境
への負荷の程度及び環境報告書の利用者にとっての有用性の程度を考慮して行う

事業活動に係る環境配慮についての目標を達成するために行った取組の状況及び
事業活動に伴う環境への負荷のうち一定以上の重要なものの程度を示す数値

事業活動に係る環境配慮についての目標を達成するために行った取組に係る体制及び
その運営方法

環境配慮促進法に基づく記載事項等 概　　略 記載内容 掲載頁

環境報告書記載事項等の対応表

１. 事業活動に係る環境配慮の方針等

２. 主要な事業内容、対象とする
　 事業年度等

３. 事業活動に係る環境配慮の計画

４. 事業活動に係る環境配慮の
　 取組の体制等

５. 事業活動に係る環境配慮の
　 取組の状況等

６. 製品等に係る環境配慮の情報

７. その他
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